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1. はじめに 

 

 会社運営では、従業員を異なる部署へ異動させる、担当業務を変更するといった人事異動を行う必要がしばしば生じます。 

 日本であれば、一般的に会社には配置転換命令権があるとされており、業務命令として人事異動ができますので、あまり問題

にはなりません。しかし、中国の労働法制では、日本と異なり、｢従業員の担当する業務内容｣は労働契約の必要的記載事項とさ

れているため、その変更には原則として従業員の同意が必要となり、会社が一方的に変更することはできないことになります。実

際にも従業員が人事異動を拒否する例もよく見受けられ、しばしば問題が生じます。 

 

 では、中国では会社は従業員に人事異動を命ずることはできないのでしょうか？中国の法制度でも、やはり｢会社の自主的人事

管理権の確保｣に一定の配慮はされており、この会社の権利と労働者の権利との間のバランスを図ろうとしています。しかし、この

点について明確な法令はなく、実務でも地域によって異なる取扱いがされており、明確な基準等はないというのが現状です。 

 

 以下、この論点に関する法令や実務の内容を概説します。 

 

 なお、本稿では、勤務地や給与の変更はない人事異動（いわゆる業務内容の調整）について検討しております。人事異動にお

いては、勤務地や給与の変更が伴うことも多いのですが、これらが変更される場合には別途の論点の検討が必要となりますの

で、ご留意下さい。 

 

2. 法令・実務の概要 

 

 労働契約で定められている従業員の担当業務内容を会社が調整・変更できるかについては、中央レベルの法令では、法定の

事由がない限り、会社が従業員の業務内容を調整するには従業員の同意を取得する必要があるとされています。それに対して、

一部の地方では、裁判所の指導意見等により、会社の自主的人事管理権もある程度認めつつ、担当業務内容の会社による一方
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的な調整・変更ができる場合とできない場合について一定の考え方が示されています。 

 

 以下、それぞれの内容を紹介します。 

 

(1) 中央レベルの法令 

 中国の｢労働契約法｣によれば、労働者が担当する｢業務内容｣は労働契約の必要的記載事項として必ず合意し労働契約に記

載しなければならないとされています 1。また、労働契約に定められている内容を変更するには労使双方の合意が必要とされてい

ます 2。従って、従業員が担当する業務内容の調整は、労働契約内容の変更として、原則として労使双方の合意が必要であると

解されています。 

 

 一方で、労働契約法やその他の関連法令では、一定の事由がある場合には、使用者が一方的に業務内容を調整することを認

める（又は調整する義務があるとする）規定も置かれています。その内容は下表の通りですが、これらはごく例外的な事由であり、

会社に広い業務内容調整権を認めるものではありません。 

 

【労働契約法等の規定する業務内容の調整】 

 
事由・要件 規定の内容 

使用者が業務内容を調整

することができる場合 

労働者の罹患等 
労働者が罹患し又は業務外の理由により負傷した場合において、所定の療養期間の満了後

も元の業務に従事することができず、使用者が別に手配した業務にも従事することができない

場合、使用者は 30 日前までに通知する等により労働契約を解除できる。3 

業務不適任 
労働者が業務に堪えることができず、研修又は勤務部署の調整を経てもなお業務に堪えるこ

とができない場合、使用者は 30 日前までに通知する等により労働契約を解除できる。4 

営業秘密を有する 

従業員の退職 
使用者は、営業秘密を取得する従業員と秘密保持に関する事項を約定する際、労働契約終

了前や退職申出の後一定期間はその業務内容の調整等をする旨を約定することができる。5 

使用者が業務内容を調整

する義務がある場合 

妊娠 
女性従業員が妊娠中に従来の労働に耐えることができない場合、使用者は労働量を軽減し又

は他の労働を手配しなければならない。6 

業務上の疾病 
使用者は、職業健康検査において、業務に関連する健康被害を受けた労働者を発見した場

合、当該労働者を現職務から隔離し適切に配属しなければならない。7 

 

(2) 地方の関連規定 

 前記のような中央レベルの法令に対し、一部の地方では、司法指導意見等により業務内容の調整について比較的詳細な内容

を定めている例が見られます。 

 

(a) 北京市の考え方 

 例えば、2017 年 4 月に北京市高級人民法院及び北京市労働人事争議仲裁委員会が共同で発布した文書 8では、労働紛争に

おける審理の考え方として、業務内容の調整について次のような観点が示されています。 

 

① 会社による一方的調整が許される場合： 

a. 労働契約において使用者が経営状況に応じて労働者の業務内容を調整することができると予め約定されている場合

                                                   
1 労働契約法第 17 条第 1 項(4)号 

2 労働契約法第 35 条 

3 労働契約法第 40 条(1)号 

4 労働契約法第 40 条(2)号 

5 企業従業員流動の若干問題に関する通知第 2 条 

6 女性従業員労働保護特別規定第 6 条 

7 業務上疾病予防治療法第 35 条 

8  北京市高級人民法院・北京市労働人事争議仲裁委員会｢労働争議案件の審理における法律適用問題に関する解答｣(京高法発[2017]142 号) 



 

 
Ⓒ Nishimura & Asahi 2018 

 
- 3 - 

  

で、使用者が経営状況に変化が生じたことを証明でき、かつ、業務内容の調整が合理的な範囲内と認められる場合、

使用者による労働者の業務内容の調整を支持する。 

b. 労働者の業務内容が労働契約において約定されていない又はその約定が不明確である場合で、使用者に正当な理

由があり、生産経営の必要に応じて合理的な範囲内で労働者の業務内容を調整する場合は、使用者の自主的人事

管理権として認められる。 

(上記の｢合理性｣を判断する際の考慮要素として、使用者の経営上の必要性、目的の正当性、労働者が調整後の業務内容

に堪えられるか否か、賃金など労働条件の不利な変更の有無等が挙げられています。) 

② 会社による一方的調整が許されない場合： 

労働契約において業務内容が明確に約定されているが、業務内容の調整がどのように行われるかという点について約定さ

れていない場合に、労働契約法第 40 条所定の事由 9が発生していないにもかかわらず使用者が一方的に労働者の業務

内容を調整することは、違法行為である。 

 

 この北京市の考え方を要約すると、下表のようになります。 

業務内容の調整に関する

事前約定の有無 
業務内容の約定の有無 調整の合理性の有無 一方的調整の可否 

あり 不問 
あり 可能 

なし 不可 

なし 

あり 不問 不可 

なし(又は約定不明) 
あり 可能 

なし 不可 

 

 このように、労働契約で担当業務の内容が明確に定められておりその業務内容の調整についての規定もない場合は、（労働契

約法と同様に）会社による一方的調整はできませんが、例えば、労働契約で担当業務の内容が定められていない（又は明確でな

い）場合や、労働契約で業務内容の調整について定められている場合は、会社による一方的調整も認められる余地があることに

なります。但し、その調整には合理性がなお要求されている点は留意が必要です。 

 

(b) その他の地方 

 また、北京市以外の一部の地方においても、司法指導意見等により業務内容の調整に関する考え方が示されています。 

 その概要は以下のとおりですが、内容は前記の北京市の考え方と同じというわけではなく、それぞれの間でもばらつきが見られ

ます。 

上海市 10 
・ 業務内容調整の条件につき事前に明確に約定されている場合、一方的調整が可能（合理性の審査は求められていない） 

・ 業務内容調整の条件につき事前の約定がない又はその内容が不明確な場合でも、合理性があれば一方的調整は可能(合

理性の判断に関する具体的基準・要素は明らかにされていない) 

広東省 11 
・ 合理性を有し、かつ以下の条件のいずれも満たす場合、一方的調整が可能 

①経営上必要であること、②調整後の賃金の水準が調整前の水準と基本的に同等であること、③侮辱的･懲罰的でないこ

と、④その他の法令に違反していないこと 

浙江省 12 
・ 以下の場合は、労働者は会社の調整・手配に従う義務がある 

①労働契約の主要内容の変更でない場合、又は②労働契約の主要内容の変更に該当するが、会社経営上必要で、且

つ、労働者の報酬及びその他の労働条件に不利な変更がない場合 

                                                   
9 前記脚注 3、4 参照 

10 上海市高級人民法院「労働争議案件の審理に係る若干問題に関する解答｣(2002 年)、上海市高級人民法院民一庭「労働争議案件の審理に係る

若干問題に関する解答｣(2006 年) 

11 広東省高級人民法院・広東省労働人事争議仲裁委員会「労働人事争議案件の審理に係る若干問題に関する座談会の議事録｣(2012 年) 

12 浙江省高級人民法院民一庭「労働争議案件の審理に係る若干問題に関する意見(試行)｣(2009 年) 
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3. 業務内容の調整に関する事前の約定の効力 

 

 従業員の業務内容の調整に関し、予め労働契約に会社による一方的調整を可能とする規定を盛り込むケースがよく見受けられ

ます。例えば、｢会社は経営状況、労働者の業務能力等に応じて労働者の業務内容を調整することができ、労働者はその調整に

従うことに同意する。｣というような規定です。前記 2 でも述べたように、北京市や上海市などの考え方でも、業務内容の調整に関

する事前の約定の有無に触れられています。 

 

 しかし、このような事前の約定が法的に有効かについては、なお不明確な面があります。司法実務上、裁判官の裁量に委ねら

れている部分があり、次のように正反対の判決も存在しています。 

 例えば、湖南省でのある裁判例 13では、上記のような会社による業務内容の一方的調整を認める事前の約定は｢労使双方の協

議により合意したものであり、労働者の真意でもある。また法律の強行規定にも違反していないため、使用者がその権利を濫用し

ない限り、一般的には、このような規定は使用者による一方的調整の根拠とすることができる。｣と判示されています。一方、広東

省でのある裁判例 14では、このような事前の約定は｢労働者の権利を排除したもの｣であり無効であると判示するものもあり、なお

留意が必要なところです。 

 

4. おわりに 

 

 以上のように、業務内容の調整に関しては、中央レベルの法令は原則的な規定に留まっているため、各地によって実務運用が

かなり異なっています。また、会社による一方的調整が無制限に認められることはほとんどなく、経営上の必要性、目的の正当

性、労働条件の変更の妥当性等、様々な要素を考慮して判断される傾向にあります。 

 そのため、会社が従業員の業務内容を調整しようとする場合は、所在地の地方法令や運用状況を確認した上で、慎重に検討す

る必要とあると思われます。 
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http://www.jurists.co.jp/
mailto:info_beijing@jurists.jp
mailto:info_shanghai@jurists.jp
https://www.jurists.co.jp/ja/attorney/0293.html
mailto:k_oishi@jurists.co.jp
https://www.jurists.co.jp/ja/attorney/0643.html
mailto:w_guo@jurists.co.jp

	中国における人事異動～従業員の同意の要否
	1. はじめに
	2. 法令・実務の概要
	3. 業務内容の調整に関する事前の約定の効力
	4. おわりに


